
令 和 ８年 ３月 ６ 日 

総務企画常任委員会  

総 務 部 人 事 課  

損害賠償等請求事件の判決について 

１ 訴状の送達日 

令和６年４月１５日（月） 

２ 当初の訴状の概要 

○原  告 青森市職員 １名 

○被  告 青森市 代表者市長 西 秀記 

○訴えの内容（令和６年７月３１日訴状の訂正あり） 

ア 地位確認請求等 

① 現行の給与より高い給与を受ける地位にあることの確認及び修正 

② 一定の範囲における兼業の容認（取下げ） 

イ 調査請求等 

① 過去の昇給の修正（取下げ） 

② 公務災害事案に係る事故発生原因、再発防止対策等の調査審議及び公表（取下げ） 

ウ 金銭請求 

① 上記ア①に関する給与の未払額  14,723,253円 

② 公務災害事案に関する慰謝料    1,000,000円 

               計 15,723,253円 

エ その他 

上記に関する判決及び仮執行宣言を求める。 

請求金額に対する訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまで年 5分の割合による金員

の支払い。 

３ 第一審青森地方裁判所判決の結果 

○判決日 令和８年２月２７日（金） 午後１時１５分 

○場 所 青森地方裁判所第２号法廷 

〇判決の内容 

 １ 被告は、原告に対し、５万円及びこれに対する令和６年４月１４日から支払済みまで年

５分の割合による金員を支払え。 

２ 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 

 ３ 訴訟費用はこれを６２５分し、その２を被告の、その余を原告の各負担とする。 

 

（※）公務災害認定処分を踏まえて、平成２６年４月昇給が令和６年６月に至るまで是正されな

かったことに伴う原告の精神的苦痛を慰謝するための慰謝料として 

４ 今後について 

○控訴の期間は、第一審判決正本が送達された日の翌日（２月２８日）から起算して 

２週間（３月１３日） 

(※) 


